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平 成 6 年 1 月 1 1 日 

文 化 政 策 推 進 会 議 



今日，国際的に相互依存が高まる一方,経済摩擦や民族紛争が多発する

など，国際社会はますます複雑の様相を呈してきている。このように大き

く変化している国際社会において，各国，各民族が協調して発展していく

ためには，国際的な文化交流を通じて，相互の文化や歴史,習慣,価値観

等を理解し合い，信頼関係を築いていくことが必要不可欠であり，我が国

がその国力と地位にふさわしい文化面における国際貢献を行うことが強く

求められるようになってきている。 

文化は，異なる文化との交流を通じ，相互に刺激し合うことによって発

展していくものであり，我が国の文化について諸外国の理解を広げ，深め

るための努力をしていくことは，我が国がこれからの国際社会の中で新た

な文化の創造に参画しつつ発展していく上でも，極めて重要である。 

平成 5年度教育白書で提唱された「文化発信社会」の考え方は， 自ら考

え，創造し，表現することができるような豊かな個性を尊重することを前

提とし，そのあらわれとしての文化を他者に示し，理解を得るとともに， 

双方の文化の新たな創造に寄与することを目的とするものである。 

これまで海外の文化の吸収に重点が置かれてきたと指摘される我が国が， 

今後，国際社会の中で新たな文化の創造に貢献していくためには，まず， 

我が国全体の芸術文化創造の基盤を一層整備することが何にも増して重要

であることを認識しなければならない。 

文化振興のための総合的な施策の在り方について検討を行っている本推

進会議としては，この「文化発信社会」の基盤の構築の観点から見て，当 

面特に重要と考えられる事項について緊急に提言を取りまとめ，関係者の

みならず，広く国民に対し理解と協力を求めることとした。このことによ

リ，我が国文化の一層の発展と国際的な文化交流の推進が図られることを

期待する。 

-1 ー 



1 「文化発信社会」の条件の整備 

〇 「文化発信社会」の基盤の構築に当たっては，まず我が国全体の芸

術水準を一層高めることを基本とし，そのための条件整備を図ること

が必要である。近年，文化活動の主体である国民の文化に対する関心

と文化振興に対する期待は大きな高まりを見せており，文化行政の果

たすべき役割の重要性もますます増大している。このため，我が国の

文化関係予算が欧米主要先進国に比べて立ち遅れている状況にかんが

み，文化庁予算の一層の拡充を図ること。 

〇 芸術文化振興基金による助成については，必要な助成額を確保し， 

期待に応えていくため，継続的・安定的に広く芸術文化の振興や普及

を図るための財政基盤を確立するよう，検討すること。 

〇 企業等の理解の増進に努めるとともに，企業等による積極的支援の

方向を一層促進するため，税制上の優遇措置の活用等を図ること。ま

た，文化活動の支援に貢献のあった個人や民間企業等に対する顕彰制

度の創設等を検討すること。 

〇 国全体としての文化振興施策を効果的に展開できるようにするため， 

文化庁の政策・企画・支援機能を強化するとともに，関係行政機関と

文化庁とが連携・連絡調整するための仕組みを整備するなど，文化の

一層の振興のための体制を整備すること。 

〇 地域の実態を踏まえた地域文化の振興のための思いきった施策の拡

充を求める声が高まっていることにこたえるため, 国, 都道府県，市

町村の一層の連携・協力を強化するための高いレベルでの共同協議の

場を設けるとともに，関係文化団体，国際交流関係団体や専門家との

密接な連携・協力体制の強化を図ること。 

〇 各地方公共団体においては，施設整備のみならず， これを運営する

人材の育成と自主事業の展開を図り，あわせて関係芸術団体支援等を

充実することにより，地方における文化拠点の整備を図っていく必要

がある。国においても， このような地域の活動を支援するための環境

づく りに格段の努力をすること。 
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2 I国際的な文化交流拠点の形成 

〇 国際的な文化交流を通じて，新たな文化の創造を図るためには，計

画的・継続的な文化交流を重視していくことが必要である。 

このため，既に実施されている拠点大学方式のように，人的交流や

情報交換等を継続的に実施し，その成果を集積していくための拠点整

備が必要であり，我が国を代表する国立美術館・博物館や第二国立劇

場（仮称）等の施設整備と諸機能の充実を図り，文化交流の拠点とし

てふさわしい整備を図っていくこと。また，その際，特に近隣諸国と

の交流活動の充実に努めること。 

〇 国立美術館・博物館や第二国立劇場（仮称）等の施設を中心とし， 

関連の美術館，博物館，文化・芸術団体等が連携しつつ，諸外国の対

応団体等と相互に活発な交流活動が展開できるように努めること。 

また，来年は映画百年を迎えることから，今後， 日本映画の振興方

策の充実を図るとともに，平成 6 年末に新営される東京国立近代美術

館フィルムセンターにおける収集・保存や各国のフィルムセンターと

の連携協力等映画芸術の国際交流等の拠点活動を推進すること。 

〇 欧米諸国に散在する日本古美術に関する情報を総合的に収集・調査

し，計画的にその保存修復協力を推進すること。 

また，国際的な文化財保存修復協力については，関係諸機関の連携

協カが不可欠であり，その基盤体制の強化を図るため，東京国立文化

財研究所の国際文化財保存修復のためのセンター機能の強化に努める

こと。 

〇 さらに，国際的な文化財保存修復協力については，政府のみならず， 

民間団体が積極的に取組み，大きな成果を上げている。これらの活動

を促進するため，関係機関との連携協力体制を整備するなどの条件整

備を図り，官民一体となった協力を推進すること。 
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3 第ニ国立劇場（仮称）の整備と現代舞台芸術の振興 

〇 現代舞台芸術の中心的施設としての第二国立劇場（仮称）は・平成 

9年秋の開場を目指して建設が進められており，関係者の永年の夢が

実現されつつあることは，誠に喜ばしい。 しかしながら,その整備に

当たっては，単に優れた施設設備の整備に留まるものではなく，我が

国の中心となる施設にふさわしい適切な管理運営組織と水準の高い芸

術創造活動とが伴わなければならない。このような観点に立って, 第

二国立劇場（仮称）については，公的資金を含め民間資金の活用等多

元的な資金の導入に努めること。 

〇 近年，我が国の舞台芸術の海外公演等に係る諸外国の要請は，伝統

文化に加え，現代文化に関するものが増加してきており， これにこた

えるための努力が必要となってきている。このため，我が国の伝統文

化の保存・継承のー層の充実を図るとともに，現代舞台芸術の振興方

策の強化を図り，諸外国との共通性の高い芸術活動による交流を深め

ること。 

〇 民間の中核的芸術団体の創造的な活動についての公的な支援の充実

に努めるとともに，意欲的かつ大型の公演・展示や海外の国際フェス

ティバルへの参加等についての特段の配慮を行うこと。また，海外の

芸術団体との共同制作活動の支援等の充実に努めること。 
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